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高齢者住宅改修事業
0長寿課 ☎56-0631
　住宅改修の工事費用を補助します。

　・満65歳以上の人
　・当該住宅に住民登録しており、生活している人
　・当該住宅に居住する全ての人が、市民税非課
　  税である人
　・当該住宅に居住する全ての人が、介護保険の
　  要支援・要介護認定を受けていない人
　・以前に本事業を利用したことがない人

3次のいずれにも該当する人

G［補助額］費用の9割（9万円まで）
　［対象工事］手すりの取り付け、段差解消、
　　　　　　 床材の変更、引き戸への変更、
　　　　　　 和式便器から洋式便器への変更
5工事前に長寿課に申請書等を提出。

紙おむつ助成金支給事業
0長寿課 ☎56-0631
　購入費用を助成します。
3常時紙おむつが必要で、次のいずれにも
　該当する人
　①介護保険の要介護3～5の人
　②介護保険施設、グループホーム、有料老人
　　ホームなどの施設に入所していない人
　③病院に入院していない人
　④月25日以上の短期入所または宿泊を2か
　　月以上継続していない人
G［補助額］購入金額の9割（年間5万円まで）
　［対象品目］紙おむつ、尿取りパット、
　　　　　　 おしり拭き用ウェットティッシュ等
　　　　　　 の清拭剤、使い捨て手袋
5購入前に長寿課に申請書を提出。

シルバー人材センター
入会（仕事）説明会
0シルバー人材センター ☎62-9100
14月23日（金）、5月28日（金）、
　6月25日（金）13：30～15：00
2高齢者生きがいセンター２階 会議室
3市内在住の６０歳以上の働く意欲のある人
K説明会受講者のみ会員登録可

後付けの安全運転
支援装置設置補助金
0安心安全課 ☎56-0611
　2020年度に引き続き、市内在住の６５歳以上
の高齢者が現在乗っている自家用車に「後付け
の安全運転支援装置（ペダル踏み間違い急発進
等抑制装置）」の購入設置費用の一部を助成し
ます。詳細は市HPまたは安心安全課へ。

4/1～4/10 「春の安全なまちづくり県民運動」　G春から夏にかけては子どもと女性に対する声かけ、つきまとい等が増加する傾向
があり、注意が必要です。防止ブザーを携帯し、常に使えるようにしておきましょう。　0安心安全課 ☎56-0611

「高齢者文化施設優待事業」が終了しました
0長寿課 ☎56-0631

名都美術館・トヨタ博物館 団体割引料金で入館可
店舗・施設名 特典内容

　本事業は、幅広い高齢者に文化的な関心を持っていただくことを目的に進めてきました。最近では利
用者が年々減少傾向にあるため、当初に掲げた事業目的を達成することが困難と判断しました。4月1日
からは赤あったかぁど協賛店舗となり、赤あったかぁどの提示で次の特典を受けられるようになります。

地域いきいきライフ推進事業についてはP6に掲載しています。


